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(57)【要約】
【課題】利便性を向上できる一方で、遊技者が誤って操
作してしまうことを抑制できる遊技機を提供すること。
【解決手段】演出制御用ＣＰＵ１２０は、例えば、ステ
ィックコントローラ３１Ａが連打操作されると、該連打
操作に対応したタイミングで演出表示装置５に表示して
いる画像を変化させる連打演出を実行し、スティックコ
ントローラ３１Ａが所定期間にわたり長押し操作される
と、長押し操作されている期間にわたり演出表示装置５
に表示している画像を変化させる長押し演出を実行する
。また、プッシュボタン３１Ｂが連打操作されると、該
連打操作に対応したタイミングで演出表示装置５に表示
している画像を変化させる連打演出を実行する一方、プ
ッシュボタン３１Ｂが所定期間にわたり長押し操作され
ると、プッシュボタン３１Ｂが連打操作されたときと同
じように演出表示装置５に表示している画像を変化させ
るオート連打演出を実行する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技が可能な遊技機であって、
　遊技者が操作可能な複数の操作部と、
　前記操作部の操作に対応する操作処理を実行可能な操作処理実行手段と、
　を備え、
　前記操作部は、第１操作部と第２操作部とを含み、
　前記操作処理実行手段は、
　前記第１操作部において第１操作態様の操作または該第１操作態様とは操作態様が異な
る第２操作態様の操作があった場合には、各操作態様に対応した対応操作処理を実行し、
　前記第２操作部において第３操作態様の操作があった場合には、該第３操作態様に対応
した対応操作処理を実行する一方、前記第３操作態様とは操作態様が異なる第４操作態様
の操作があった場合には、該第４操作態様に対応しない非対応操作処理を実行する
　ことを特徴とする遊技機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技が可能な遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ遊技機やスロットマシン等の遊技機にあっては、遊技者が操作可能な演出ボタ
ンといった操作部を備え、操作部を操作したときに該操作に対応した操作処理を実行する
ものがあった。
【０００３】
　この種の操作部を備えた遊技機において、例えば、操作部を遊技者が第１操作態様（例
えば、長押し）にて操作したときに、当該操作部が第１操作態様とは異なる第２操作態様
（例えば、連打）にて操作されたものと判定し、該判定内容に対応した演出（例えば、連
打演出）を実行するものがあった（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１５－４７３３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上記特許文献１に記載の遊技機のように、遊技者が第１操作態様にて操作した
ときに、当該第１操作態様とは異なる第２操作態様に対応した操作処理が実行される機能
を備えた操作部を複数備える場合、利便性が向上する一方で、遊技者が意図しない操作処
理が実行されてしまう虞があるという問題があった。
【０００６】
　本発明は、このような問題点に着目してなされたもので、利便性を向上できる一方で、
遊技者が誤って操作してしまうことを抑制できる遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を解決するために、本発明の手段１の遊技機は、
　遊技が可能な遊技機（例えば、パチンコ遊技機１）であって、
　遊技者が操作可能な複数の操作部（例えば、スティックコントローラ３１Ａ、プッシュ
ボタン３１Ｂ、音量調整ボタン４２Ａ，４２Ｂ）と、
　前記操作部の操作に対応する操作処理を実行可能な操作処理実行手段（例えば、演出制
御用ＣＰＵ１２０が、スティックコントローラ３１Ａやプッシュボタン３１Ｂの操作が有
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効な操作有効期間において、スティックコントローラ３１Ａのコントローラセンサユニッ
ト３５Ａやプッシュボタン３１Ｂのプッシュセンサ３５Ｂからの検出信号を受信したこと
に基づいて、該操作に応じた演出を実行する部分。また、演出制御用ＣＰＵ１２０が、音
量調整ボタン４２Ａ，４２Ｂの操作が有効な操作有効期間において、ボタンスイッチユニ
ット４３からの検出信号を受信したことに基づいて、該操作に応じた操作処理を実行する
部分。）と、
　を備え、
　前記操作部は、第１操作部（例えば、スティックコントローラ３１Ａ）と第２操作部（
例えば、プッシュボタン３１Ｂ、音量調整ボタン４２Ａ，４２Ｂ）とを含み、
　前記操作処理実行手段は、
　前記第１操作部において第１操作態様の操作（例えば、連打操作）または該第１操作態
様とは操作態様が異なる第２操作態様の操作（例えば、長押し操作）があった場合には、
各操作態様に対応した対応操作処理を実行し（例えば、スティックコントローラ３１Ａが
連続的に複数回操作（連打操作）されると、演出制御用ＣＰＵ１２０が該各操作に対応し
たタイミングで演出表示装置５に表示している画像を変化させる演出を実行する部分。ま
た、スティックコントローラ３１Ａが所定期間にわたり押圧操作（長押し操作）されると
、演出制御用ＣＰＵ１２０が該押圧操作されている期間にわたり演出表示装置５に表示し
ている画像を変化させる演出を実行する部分。）、
　前記第２操作部において第３操作態様の操作（例えば、連打操作）があった場合には、
該第３操作態様に対応した対応操作処理を実行する一方（例えば、プッシュボタン３１Ｂ
が連続的に複数回操作（連打操作）されると、演出制御用ＣＰＵ１２０が該各操作に対応
したタイミングで演出表示装置５に表示している画像を変化させる演出を実行する部分。
）、前記第３操作態様とは操作態様が異なる第４操作態様の操作（例えば、長押し操作）
があった場合には、該第４操作態様に対応しない非対応操作処理を実行する（例えば、オ
ート連打有効期間に実行した予告演出などにおいて連打操作を促す操作促進演出を実行し
た場合に、プッシュボタン３１Ｂが所定期間にわたり押圧操作（長押し操作）されると、
演出制御用ＣＰＵ１２０が、プッシュボタン３１Ｂが連続的に複数回操作（連打操作）さ
れたときと同じように演出表示装置５に表示している画像を変化させる演出を実行する部
分。）
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、操作部は、対応操作処理のみが実行される第１操作部を含むので、
遊技者の意図しない非対応操作処理が実行されてしまうことによる不都合の発生を低減で
きる。
　尚、第１操作態様と第３操作態様とが同一の操作態様であるとともに第２操作態様と第
４操作態様とが同一の操作態様であってもよい。し、第１操作態様と第４操作態様とが同
一の操作態様であるとともに第２操作態様と第３操作態様とが同一の操作態様であっても
よい。
【０００８】
　本発明の手段２の遊技機は、手段１に記載の遊技機であって、
　前記非対応操作処理は、連打態様の操作処理である（例えば、オート連打有効期間に実
行した予告演出などにおいて連打操作を促す操作促進演出を実行した場合に、プッシュボ
タン３１Ｂが所定期間にわたり押圧操作（長押し操作）されると、演出制御用ＣＰＵ１２
０が、プッシュボタン３１Ｂが連続的に複数回操作（連打操作）されたときと同じように
演出表示装置５に表示している画像を変化させる演出を実行する部分。）
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、連打操作を不得意とする遊技者にも対応できる。
【０００９】
　本発明の手段３の遊技機は、手段２に記載の遊技機であって、
　可変表示を行い、表示結果として予め定められた特定表示結果（例えば、大当り表示結
果）が導出表示されたときに、遊技者にとって有利な有利状態（例えば、大当り遊技状態
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）に制御可能な遊技機（例えば、パチンコ遊技機１）であって、
　前記操作部の操作に基づく演出であって、第１演出と、該第１演出よりも前記有利状態
に制御される割合が高い第２演出を実行可能な操作演出実行手段（例えば、演出制御用Ｃ
ＰＵ１２０は、遊技制御用マイクロコンピュータ１００から受信した変動パターン指定コ
マンドが大当り変動パターン指定コマンドである場合、はずれ変動パターン指定コマンド
を受信した場合よりも高い割合で第２オート連打演出の実行を決定し、該決定したオート
連打演出を実行する）を備え、
　前記操作処理実行手段が前記非対応操作処理として実行する連打の速度が、前記第１演
出と前記第２演出とで異なる（例えば、第１オート連打演出では、キャラクタＡがパンチ
を繰り出す画像を第１期間（例えば、Ｌ１＝約０．８秒）ごとに演出表示装置５に表示し
、第２オート連打演出では、キャラクタＡがパンチを繰り出す画像を第２期間（例えば、
Ｌ２＝約０．５秒）ごとに演出表示装置５に表示する部分）
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、連打の速度により、有利状態となり易いか否かが示唆されるように
なるので、遊技興趣を向上できる。
【００１０】
　本発明の手段４の遊技機は、手段２または３に記載の遊技機であって、
　前記操作処理実行手段は、
　前記操作部の操作に対応する操作処理として演出を実行可能であり、
　前記第２操作部が前記非対応操作処理として実行する連打の速度よりも早い速度で連打
操作されたときには、該連打操作に対応する演出を実行する（例えば、演出制御用ＣＰＵ
１２０は、連打操作促進演出を行った後、操作有効期間が開始されてから所定の判定期間
（例えば、約２秒間）が経過するまでにプッシュボタン３１Ｂが所定回数（例えば、３回
など）単打操作されたときにオート連打演出を実行するようにした場合において、所定の
判定期間（例えば、約２秒間）にプッシュボタン３１Ｂの単打操作が所定回数である３回
なされたときに、第２オート連打演出でパンチを繰り出す画像を表示する間隔である第２
期間（例えば、Ｌ２＝約０．５秒）よりも短い第３期間（例えば、Ｌ３＝約０．５秒未満
）ごとに単打操作が３回なされた、つまり、高速で連打操作された場合、オート連打演出
を実行せず、遊技者の連打操作の速度に応じた連打演出を実行する部分。変形例）
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、遊技者の連打操作の速度に応じた演出が実行されるので、遊技興趣
を向上できる。
【００１１】
　本発明の手段５の遊技機は、手段１～４のいずれかに記載の遊技機であって、
　前記操作処理実行手段が前記第２操作部において前記非対応操作処理を実行することを
、遊技者が認識可能に表示する（例えば、プッシュボタン３１Ｂと音量調整ボタン４２Ａ
，４２Ｂについては、「オート連打機能」を有する操作部であることを遊技者が認識可能
な「オート連打機能搭載」なる文字が表示された表示部２００Ａ，２００Ｂが、各操作部
の近傍位置に設けられている。／スティックコントローラ３１Ａ、プッシュボタン３１Ｂ
及び音量調整ボタン４２Ａ，４２Ｂについて、パチンコ遊技機１の状態に応じたオート連
打機能の有効期間を示す表図画像を表示する部分。図１９（Ｄ）の変形例参照）
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、第１操作部と第２操作部のいずれが非対応操作処理を実行するのか
を遊技者が認識することができるので、誤認による不都合の発生をより防ぐことができる
。
【００１２】
　本発明の手段６の遊技機は、手段１～５のいずれかに記載の遊技機であって、
　前記操作処理実行手段は、所定の条件が満たされることによって、前記第４操作態様の
操作があった場合に前記非対応操作処理を実行し、
　前記所定の条件は、遊技状態に応じて異なる（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０が、図
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柄の変動表示が行われている期間及び変動表示が停止してからデモ演出が開始されるまで
の期間（例えば、ｔａ１～ｔａ２）は、プッシュボタン３１Ｂのオート連打機能を有効と
し、音量調整ボタン４２Ａ，４２Ｂ及びスティックコントローラ３１Ａのオート連打機能
を無効とする一方、デモ演出期間や大当り遊技期間（例えば、ｔａ２～ｔａ３）において
は、音量調整ボタン４２Ａ，４２Ｂのオート連打機能を有効とし、プッシュボタン３１Ｂ
及びスティックコントローラ３１Ａのオート連打機能を無効とする部分。）
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、第４操作態様に対応しない非対応操作処理を実行する状況を、遊技
状態に応じて変化させることができる。
【００１３】
　本発明の手段７の遊技機は、手段１～６のいずれかに記載の遊技機であって、
　前記操作処理実行手段によって前記非対応操作処理が実行された場合において、前記対
応操作処理が実行された場合とは異なる割合で特定演出を実行する特定演出実行手段（例
えば、演出制御用ＣＰＵ１２０は、連打演出においてプッシュボタン３１Ｂが長押し操作
された場合、演出表示装置５にキャラクタがパンチを繰り出す画像を表示するオート連打
演出を実行し、連打演出においてプッシュボタン３１Ｂが連打操作された場合、演出表示
装置５にキャラクタを表示させずに、パンチを繰り出す画像のみを表示する連打演出を実
行する部分）を備える
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、遊技興趣を向上できる。
　尚、上記における「異なる割合」には０％と１００％が含まれ、対応操作処理が実行さ
れた場合のみに特定演出を実行するものでも、非対応操作処理が実行された場合のみに特
定演出を実行するものであってもよい。
【００１４】
　本発明の手段８の遊技機は、手段１～７のいずれかに記載の遊技機であって、
　前記第２操作部が前記第４操作態様で操作されると同時に前記第１操作部が操作された
場合には、前記第２操作部の前記第４操作態様の操作を有効とし、前記第１操作部の操作
を無効とする（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０が、予告演出における所定タイミングで
、プッシュボタン３１Ｂの連打操作を促進する連打操作促進演出を開始（ｔｄ１）してか
ら所定期間が経過した時点（ｔｄ２）から、所定期間にわたりプッシュボタン３１Ｂの操
作を有効とする。この操作有効期間において、プッシュセンサ３５Ｂとコントローラセン
サユニット３５Ａとがほぼ同時またはコントローラセンサユニット３５Ａの検出信号を受
信した直後にプッシュセンサ３５Ｂの検出信号を受信し、かつ、プッシュセンサ３５Ｂの
検出信号を長押し判定期間において継続して受信したときには、スティックコントローラ
３１Ａの操作を無効とする部分。）
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、遊技者が誤って第２操作部だけではなく第１操作部も操作しても、
非対応操作処理が実行されるようになり、遊技者の利便性を向上できる。
【００１５】
　本発明の手段９の遊技機は、手段１～８のいずれかに記載の遊技機であって、
　前記操作処理実行手段は、所定の自動処理条件を満たしている場合においては、前記第
２操作部が操作されなくても前記非対応操作処理を実行する（例えば、自動オート連打機
能を有効としたときに、プッシュボタン３１Ｂが操作されなくても、操作有効期間が開始
されるとオート連打演出が自動で実行される部分。図１９（Ｄ）の変形例参照）
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、遊技者の利便性を向上できる。
【００１６】
　尚、本発明は、本発明の請求項に記載された発明特定事項のみを有するものであってよ
い。し、本発明の請求項に記載された発明特定事項とともに該発明特定事項以外の構成を
有するものであってもよい。
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【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】パチンコ遊技機を正面から見た正面図である。
【図２】（Ａ）は図１の要部を示す図、（Ｂ）は音量調整画面を示す図である。
【図３】パチンコ遊技機の回路構成例を示すブロック図である。
【図４】演出制御コマンドを例示する図である。
【図５】変動パターンを例示する図である。
【図６】表示結果判定テーブルを示す説明図である。
【図７】（Ａ）は、大当り種別判定テーブルの構成例を示す図であり、（Ｂ）は、各種大
当りの内容を示す図である。
【図８】遊技制御用タイマ割込み処理の一例を示すフローチャートである。
【図９】特別図柄プロセス処理の一例を示すフローチャートである。
【図１０】演出制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。
【図１１】演出制御プロセス処理の一例を示すフローチャートである。
【図１２】（Ａ）（Ｂ）は、オート連打機能の有効、無効状態を示すタイミングチャート
である。
【図１３】オート連打演出の演出態様の一例を示すタイミングチャートである。
【図１４】オート連打決定テーブルを示す説明図である。
【図１５】（Ａ）（Ｂ）は連打操作促進演出、（Ｃ）（Ｄ）（Ｅ）はオート連打演出を示
す説明図である。
【図１６】（Ａ）は連打演出の演出態様の一例、（Ｂ）は高速１０連打の演出態様を示す
タイミングチャートである。
【図１７】（Ａ）（Ｂ）は連打操作促進演出、（Ｃ）（Ｄ）（Ｅ）は連打演出を示す説明
図である。
【図１８】プッシュボタンとスティックコントローラとが同時に操作された場合の処理内
容の一例を示すタイミングチャートである。
【図１９】本発明の変形例として、（Ａ）は変動表示が停止した状態、（Ｂ）はデモ演出
が開始された状態、（Ｃ）はデモ演出にてメニュー表示が選択された状態、（Ｄ）はメニ
ュー表示画面にてオート連打機能説明が選択された状態の表示画面を示す説　　明図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明に係る遊技機を実施するための形態を実施例に基づいて以下に説明する。
【実施例】
【００１９】
　まず、遊技機の一例であるパチンコ遊技機１の全体の構成について説明する。尚、以下
の説明にて、図１の手前側をパチンコ遊技機１の前方（前面、正面）側、奥側を後方（背
面）側として説明する。尚、本実施例でパチンコ遊技機１の前面とは、遊技者側からパチ
ンコ遊技機１を見たときに該遊技者と対向する対向面である。尚、フローチャートの各ス
テップの説明にて、例えば「ステップＳ１」と記載する箇所を「Ｓ１」と略記する場合が
ある。
【００２０】
　図１は、本実施例のパチンコ遊技機１の正面図であり、主要部材の配置レイアウトを示
す。パチンコ遊技機１は、大別して、遊技盤面を構成する遊技盤２（ゲージ盤）と、遊技
盤２を支持固定する遊技機用枠３（台枠）とから構成されている。遊技盤２には、ガイド
レールによって囲まれた、ほぼ円形状の遊技領域が形成されている。遊技領域には、遊技
球が打球発射装置から発射されて打ち込まれる。
【００２１】
　遊技盤２の所定位置（図１に示す例では、遊技領域の右側方）には、第１特別図柄表示
器４Ａと、第２特別図柄表示器４Ｂとが設けられている。第１特別図柄表示器４Ａと第２
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特別図柄表示器４Ｂはそれぞれ、例えば７セグメントやドットマトリクスのＬＥＤ（発光
ダイオード）等から構成され、変動表示ゲームの一例となる特図ゲームにて、各々を識別
可能な複数種類の識別情報（特別識別情報）である特別図柄（「特図」ともいう）が、変
動可能に表示（変動表示または可変表示ともいう）される。
【００２２】
　遊技盤２の遊技領域の中央付近には、演出表示装置５が設けられている。演出表示装置
５は、例えばＬＣＤ（液晶表示装置）等から構成され、各種の演出画像を表示する表示領
域を形成している。演出表示装置５の表示領域では、第１特別図柄表示器４Ａによる第１
特図の変動表示や第２特別図柄表示器４Ｂによる第２特図の変動表示のそれぞれに対応し
て、例えば３つといった複数の変動表示部となる演出図柄表示エリアにて、各々を識別可
能な複数種類の識別情報（装飾識別情報）である演出図柄（飾り図柄ともいう）が変動表
示される。この演出図柄の変動表示も、変動表示ゲームに含まれる。
【００２３】
　一例として、演出表示装置５の表示領域には、「左」、「中」、「右」の演出図柄表示
エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒが配置されている。そして、第１特別図柄表示器４Ａでの第１特
図の変動と第２特別図柄表示器４Ｂでの第２特図の変動のうち、いずれかが開始されるこ
とに対応して、「左」、「中」、「右」の各演出図柄表示エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒにて演
出図柄の変動（例えば上下方向のスクロール表示）が開始される。その後、演出表示装置
５の「左」、「中」、「右」の各演出図柄表示エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒにて、確定演出図
柄（最終停止図柄）が停止表示される。
【００２４】
　このように、演出表示装置５の表示領域では、第１特別図柄表示器４Ａでの第１特図を
用いた特図ゲーム、または、第２特別図柄表示器４Ｂでの第２特図を用いた特図ゲームと
同期して、各々が識別可能な複数種類の演出図柄の変動表示を行い、確定演出図柄を導出
表示（あるいは単に「導出」ともいう）する。尚、演出図柄の変動表示中に変動表示が仮
停止するようにしてもよい。
【００２５】
　演出表示装置５の表示領域の下部の左右２箇所には、第１保留記憶表示エリア５Ｄ、第
２保留記憶表示エリア５Ｕが設定されている。第１保留記憶表示エリア５Ｄ、第２保留記
憶表示エリア５Ｕでは、特図ゲームに対応した変動表示の保留記憶数（特図保留記憶数）
を特定可能に表示する保留記憶表示が行われる。
【００２６】
　図１に示す例では、保留記憶表示エリアとともに、第１特別図柄表示器４Ａ及び第２特
別図柄表示器４Ｂの上部と下部に、特図保留記憶数を特定可能に表示するための第１保留
表示器２５Ａと第２保留表示器２５Ｂとが設けられている。第１保留表示器２５Ａは、第
１特図保留記憶数を特定可能に表示する。第２保留表示器２５Ｂは、第２特図保留記憶数
を特定可能に表示する。
【００２７】
　演出表示装置５の下方には、普通入賞球装置６Ａと、普通可変入賞球装置６Ｂとが設け
られている。普通入賞球装置６Ａは、例えば所定の玉受部材によって常に一定の開放状態
に保たれる第１始動入賞口を形成する。普通可変入賞球装置６Ｂは、図３に示す普通電動
役物用となるソレノイド８１によって、垂直位置となる通常開放状態と傾動位置となる拡
大開放状態とに変化する一対の可動翼片を有する電動チューリップ型役物（普通電動役物
）を備え、第２始動入賞口を形成する。
【００２８】
　普通入賞球装置６Ａに形成された第１始動入賞口を通過（進入）した遊技球は、例えば
図３に示す第１始動口スイッチ２２Ａによって検出される。普通可変入賞球装置６Ｂに形
成された第２始動入賞口を通過（進入）した遊技球は、例えば図３に示す第２始動口スイ
ッチ２２Ｂによって検出される。第１始動口スイッチ２２Ａによって遊技球が検出された
ことに基づき、所定個数（例えば３個）の遊技球が賞球として払い出され、第１特図保留
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記憶数が所定の上限値（例えば「４」）未満であれば、第１始動条件が成立する。第２始
動口スイッチ２２Ｂによって遊技球が検出されたことに基づき、所定個数（例えば３個）
の遊技球が賞球として払い出され、第２特図保留記憶数が所定の上限値（例えば「４」）
未満であれば、第２始動条件が成立する。
【００２９】
　普通入賞球装置６Ａと普通可変入賞球装置６Ｂの下方位置には、特別可変入賞球装置７
が設けられている。特別可変入賞球装置７は、図３に示す大入賞口扉用となるソレノイド
８２によって開閉駆動される大入賞口扉を備え、その大入賞口扉によって開放状態と閉鎖
状態とに変化する所定領域としての大入賞口を形成する。
【００３０】
　大入賞口を通過（進入）した遊技球は、例えば図３に示すカウントスイッチ２３によっ
て検出される。カウントスイッチ２３によって遊技球が検出されたことに基づき、所定個
数（例えば１５個）の遊技球が賞球として払い出される。こうして、開放状態となった特
別可変入賞球装置７の大入賞口を遊技球が通過（進入）したときには、他の入賞口（例え
ば第１始動入賞口や第２始動入賞口）を遊技球が通過（進入）したときよりも多くの賞球
が払い出される。
【００３１】
　遊技盤２の所定位置（図１に示す例では、遊技領域の左側方）には、普通図柄表示器２
０が設けられている。一例として、普通図柄表示器２０は、第１特別図柄表示器４Ａや第
２特別図柄表示器４Ｂと同様に７セグメントやドットマトリクスのＬＥＤ等から構成され
、特別図柄とは異なる複数種類の識別情報である普通図柄（「普図」あるいは「普通図」
ともいう）を変動可能に表示（変動表示）する。このような普通図柄の変動表示は、普図
ゲーム（「普通図ゲーム」ともいう）と称される。
【００３２】
　普通図柄表示器２０の上方には、普図保留表示器２５Ｃが設けられている。普図保留表
示器２５Ｃは、例えば４個のＬＥＤを含んで構成され、通過ゲート４１を通過した有効通
過球数としての普図保留記憶数を表示する。
【００３３】
　遊技盤２の表面には、上記の構成以外にも、遊技球の流下方向や速度を変化させる風車
及び多数の障害釘が設けられている。また、遊技領域の最下方には、いずれの入賞口にも
進入しなかった遊技球が取り込まれるアウト口が設けられている。
【００３４】
　遊技機用枠３の左右上部位置には、効果音等を再生出力するためのスピーカ８Ｌ，８Ｒ
が設けられており、更に遊技領域周辺部には、演出用ＬＥＤ９が設けられている。遊技機
用枠３の右下部位置には、遊技媒体としての遊技球を遊技領域１０に向けて発射するため
に遊技者等によって操作される打球操作ハンドル（操作ノブ）が設けられている。
【００３５】
　遊技領域１０の下方における遊技機用枠３の所定位置には、賞球として払い出された遊
技球や所定の球貸機により貸し出された遊技球を、発射装置（図示略）へと供給可能に保
持（貯留）する上皿９０（打球供給皿）が設けられている。遊技機用枠３の下部には、上
皿９０から溢れた余剰球などを、パチンコ遊技機１の外部へと排出可能に保持（貯留）す
る下皿９１が設けられている。
【００３６】
　下皿９１を形成する部材には、スティックコントローラ３１Ａが設けられ、上皿９０を
形成する部材には、プッシュボタン３１Ｂが設けられている。スティックコントローラ３
１Ａの傾倒操作はコントローラセンサユニット３５Ａにて検出され、プッシュボタン３１
Ｂに対してなされた押下動作はプッシュセンサ３５Ｂにて検出される。これらスティック
コントローラ３１Ａやプッシュボタン３１Ｂは、後述する予告演出などにおいて操作を有
効に受付ける操作有効期間内に操作すると、操作に応じた演出が実行されるようになって
いる。
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【００３７】
　また、上皿９０を形成する部材には、スピーカ８Ｌ，８Ｒから出力される音量を調整す
るための２つの音量調整ボタン４２Ａ，４２Ｂが設けられている。この音量調整ボタン４
２Ａ，４２Ｂは、左右に並んで遊技者が操作可能に配置されており、パチンコ遊技機１の
起動後や、特別図柄や普通図柄の変動表示が停止した状態が所定期間（例えば、３０秒）
継続したときに実行されるデモ演出期間において、右側に配置された音量調整ボタン４２
Ａを押圧操作するとスピーカ８Ｌ，８Ｒから出力される音量が大きくなり、左側に配置さ
れた音量調整ボタン４２Ｂを押圧操作するとスピーカ８Ｌ，８Ｒから出力される音量が小
さくなる。この音量調整ボタン４２Ａ，４２Ｂを操作することで、スピーカ８Ｌ，８Ｒか
ら出力される音の音量を「１」～「９」の間で適宜調整することができる。
【００３８】
　尚、上皿９０を形成する部材の内部において、音量調整ボタン４２Ａ，４２Ｂの部分に
対応する位置には、音量調整ボタン４２Ａ，４２Ｂに対する押圧操作を検出するボタンス
イッチユニット４３（図２、図３参照）が設けられていればよい。ボタンスイッチユニッ
ト４３は、音量調整ボタン４２Ａに対応する透過形フォトセンサと音量調整ボタン４２Ｂ
に対応する透過形フォトセンサとを含んで構成され、これら透過形フォトセンサにてどち
らの音量調整ボタンが押圧操作されたかを検知可能であればよい。
【００３９】
　このように、パチンコ遊技機１には、前後左右方向へ傾倒操作可能なスティックコント
ローラ３１Ａと、下方へ向けて押圧操作可能なプッシュボタン３１Ｂと、後方へ向けて押
圧操作可能な音量調整ボタン４２Ａ，４２Ｂとが、遊技者が操作可能に設けられており、
これらスティックコントローラ３１Ａ、プッシュボタン３１Ｂ、音量調整ボタン４２Ａ，
４２Ｂは、遊技者により操作されることにより、該操作に対応する操作処理が行われる。
例えば、スティックコントローラ３１Ａやプッシュボタン３１Ｂが所定の操作態様（例え
ば、単打操作、連打操作、長押し操作など）で操作されると、操作に応じたタイミングで
演出表示装置５の表示画像が変化したり効果音が出力されたりする。また、音量調整ボタ
ン４２Ａ，４２Ｂが所定の操作態様（例えば、単打操作、連打操作、長押し操作など）操
作されると、操作に応じたタイミングで、演出表示装置５に表示している画像（例えば、
音量レベルインジケータ（図２（Ｂ）参照）など）が変化したり、スピーカ８Ｌ，８Ｒか
ら調整したレベルに対応する音量で調整用の効果音が出力される。
【００４０】
　また、これらスティックコントローラ３１Ａ、プッシュボタン３１Ｂ、音量調整ボタン
４２Ａ，４２Ｂのうち、プッシュボタン３１Ｂと音量調整ボタン４２Ａ，４２Ｂについて
は、長押し操作されたときに該長押し操作に対応しない操作処理が行われる。例えば、プ
ッシュボタン３１Ｂが長押し操作されると、連打態様で操作されたときの態様で演出表示
装置５の表示画像が変化したり効果音が出力されたりする。また、音量調整ボタン４２Ａ
，４２Ｂが長押し操作されると、連打態様で操作されたときの態様でスピーカ８Ｌ，８Ｒ
の音量レベルが変化する。一方、スティックコントローラ３１Ａについては、長押し操作
されても、連打態様で操作されたときの態様で演出表示装置５の表示画像が変化したり効
果音が出力されることはない。
【００４１】
　このようにパチンコ遊技機１では、上記プッシュボタン３１Ｂと音量調整ボタン４２Ａ
，４２Ｂは、操作部が長押し操作されると該操作部が連打態様で操作されたときと同じよ
うな態様で演出や音量レベルが変化する「オート連打機能」を有する操作部とし、スティ
ックコントローラ３１Ａは「オート連打機能」を有しない操作部としている。そして本実
施例では、図２に示すように、プッシュボタン３１Ｂと音量調整ボタン４２Ａ，４２Ｂに
ついては、「オート連打機能」を有する操作部であることを遊技者が認識可能な「オート
連打機能搭載」なる文字が表示された表示部２００Ａ，２００Ｂが、各操作部の近傍位置
に設けられている。
【００４２】
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　パチンコ遊技機１には、例えば図３に示すような主基板１１、演出制御基板１２、音声
制御基板１３、ＬＥＤ制御基板１４といった、各種の制御基板が搭載されている。また、
パチンコ遊技機１には、主基板１１と演出制御基板１２との間で伝送される各種の制御信
号を中継するための中継基板１５、払出制御基板、情報端子基板、発射制御基板、インタ
フェース基板などといった、各種の基板が配置されている。
【００４３】
　主基板１１は、メイン側の制御基板であり、パチンコ遊技機１での遊技の進行を制御す
るための各種回路が搭載されている。主基板１１は、主として、特図ゲームにて用いる乱
数の設定機能、所定位置に配設されたスイッチ等からの出力信号を入力可能とする機能、
演出制御基板１２などからなるサブ側の制御基板に宛てて、指令情報の一例となる制御コ
マンドを制御信号として出力して送信する機能、外部に各種情報を出力する機能などを備
えている。また、主基板１１は、第１特別図柄表示器４Ａと第２特別図柄表示器４Ｂを構
成する各ＬＥＤ（例えばセグメントＬＥＤ）などの点灯／消灯制御を行って第１特図や第
２特図の変動表示を制御することや、普通図柄表示器２０の点灯／消灯／発色制御などを
行って普通図柄表示器２０による普通図柄の変動表示を制御することといった、所定の表
示図柄の変動表示を制御する機能も備えている。
【００４４】
　主基板１１には、例えば遊技制御用マイクロコンピュータ１００や、遊技球検出用の各
種スイッチからの検出信号を取り込んで遊技制御用マイクロコンピュータ１００に伝送す
るスイッチ回路１１０、遊技制御用マイクロコンピュータ１００からのソレノイド駆動信
号をソレノイド８１，８２に伝送するソレノイド回路１１１などが搭載されている。
【００４５】
　演出制御基板１２は、主基板１１とは独立したサブ側の制御基板であり、中継基板１５
を介して主基板１１から伝送された制御信号を受信して、演出表示装置５、スピーカ８Ｌ
，８Ｒ及び演出用ＬＥＤ９といった演出用の電気部品による演出動作を制御するための各
種回路が搭載されている。音声制御基板１３は、演出制御基板１２からの指令や制御デー
タ（音番号や音量レベル等）などに基づき、スピーカ８Ｌ，８Ｒから音声を出力させるた
めの音声信号処理を実行する処理回路などが搭載されている。ＬＥＤ制御基板１４は、演
出制御基板１２からの指令や制御データなどに基づき、演出用ＬＥＤ９などの点灯／消灯
駆動を行うＬＥＤドライバ回路などが搭載されている。
【００４６】
　図３に示すように、主基板１１には、ゲートスイッチ２１、第１始動口スイッチ２２Ａ
、第２始動口スイッチ２２Ｂ、カウントスイッチ２３からの検出信号を伝送する配線が接
続されている。また、主基板１１には、第１特別図柄表示器４Ａ、第２特別図柄表示器４
Ｂ、普通図柄表示器２０、第１保留表示器２５Ａ、第２保留表示器２５Ｂ、普図保留表示
器２５Ｃなどの表示制御を行うための指令信号を伝送する配線が接続されている。
【００４７】
　主基板１１から演出制御基板１２に向けて伝送される制御信号は、中継基板１５によっ
て中継される。中継基板１５を介して主基板１１から演出制御基板１２に対して伝送され
る制御コマンドは、例えば電気信号として送受信される演出制御コマンドである。図４は
、本実施例で用いられる演出制御コマンドの内容の一例を示す説明図である。尚、図４に
示されたコマンド形態は一例であって、他のコマンド形態を用いてもよい。ここで、ＸＸ
Ｈは不特定の１６進数であることを示し、演出制御コマンドによる指示内容に応じた値で
あればよい。
【００４８】
　主基板１１に搭載された遊技制御用マイクロコンピュータ１００は、例えば１チップの
マイクロコンピュータであり、遊技制御用のプログラムや固定データ等を記憶するＲＯＭ
１０１（Read Only Memory 101）と、遊技制御用のワークエリアを提供するＲＡＭ１０２
（Random Access Memory 102）と、遊技制御用のプログラムを実行して制御動作を行うＣ
ＰＵ１０３（Central Processing Unit 103）と、ＣＰＵ１０３とは独立して乱数値を示
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す数値データの更新を行う乱数回路１０４と、Ｉ／Ｏ１０５（Input/Outputport 105）と
を備えて構成される。一例として、遊技制御用マイクロコンピュータ１００では、ＣＰＵ
１０３がＲＯＭ１０１から読み出したプログラムを実行することにより、遊技の進行を制
御するための各種処理が実行される。主基板１１では、特図表示結果判定用の乱数値ＭＲ
１、大当り種別判定用の乱数値ＭＲ２、変動パターン判定用の乱数値ＭＲ３、普図表示結
果判定用の乱数値ＭＲ４等の各種乱数値の数値データが、カウント可能に制御される。
【００４９】
　図５は、本実施例の変動パターンを示している。本実施例では、図５に示すような複数
の変動パターンが予め用意されている。具体的に、本実施例では、変動表示結果が「はず
れ」となる場合のうち、演出図柄の変動表示態様が「非リーチ」である場合と「リーチ」
である場合のそれぞれに対応して、また、変動表示結果が「大当り」となる場合などに対
応して、複数の変動パターンが予め用意されている。
【００５０】
　図３に示す遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるＲＯＭ１０１には、ゲーム
制御用のプログラムの他にも、遊技の進行を制御するために用いられる各種の選択用デー
タ、テーブルデータなどが格納されている。例えば、ＲＯＭ１０１には、ＣＰＵ１０３が
各種の判定や決定、設定を行うために予め用意された複数の判定テーブルや設定テーブル
などを構成するデータが記憶されている。また、ＲＯＭ１０１には、ＣＰＵ１０３が主基
板１１から各種の制御コマンドとなる制御信号を送信するために用いられる複数のコマン
ドテーブルを構成するテーブルデータや、図５に示すような変動パターンを複数種類格納
する変動パターンテーブルを構成するテーブルデータなどが、記憶されている。
【００５１】
　図６は、ＲＯＭ１０１に記憶される表示結果判定テーブルの構成例を示している。表示
結果判定テーブルは、第１特別図柄表示器４Ａや第２特別図柄表示器４Ｂの特図ゲームに
おいて確定特別図柄が導出表示される前に、その変動表示結果を「大当り」として大当り
遊技状態に制御するか否かを、乱数値ＭＲ１に基づいて決定するために参照されるテーブ
ルである。また、遊技状態が通常状態または時短状態（低確状態）であるか、確変状態（
高確状態）であるかに応じて、乱数値ＭＲ１と比較される数値（判定値）が、「大当り」
や「はずれ」の特図表示結果に割り当てられている。
【００５２】
　尚、ＲＯＭ１０１には、大当り遊技状態に制御すると決定されたときに、乱数値ＭＲ２
に基づき、大当り種別を複数種類のいずれかに決定するために参照される大当り種別判定
テーブルや、乱数値ＭＲ３に基づいて変動パターンを、前述した図５に示す変動パターン
のいずれかに決定するための変動パターン判定テーブルも記憶されている。ＲＯＭ１０１
に記憶されている変動パターン判定テーブルとしては、「大当り」とすることが事前決定
されたときに使用される大当り用変動パターン判定テーブルと、「はずれ」にすることが
事前決定されたときに使用されるはずれ用変動パターン判定テーブルとが予め用意されて
いる。
【００５３】
　図３に示す遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるＲＡＭ１０２は、その一部
または全部が所定の電源基板からのバックアップ電源によってバックアップされているバ
ックアップＲＡＭであればよい。このようなＲＡＭ１０２には、遊技の進行などを制御す
るために用いられる各種のデータを保持する領域として、図示しない遊技制御用データ保
持エリアが設けられている。遊技制御用データ保持エリアは、第１特図保留記憶部と、第
２特図保留記憶部と、普図保留記憶部と、遊技制御フラグ設定部と、遊技制御タイマ設定
部と、遊技制御カウンタ設定部と、遊技制御バッファ設定部とを備えている。
【００５４】
　図３に示すように、演出制御基板１２には、プログラムに従って制御動作を行う演出制
御用ＣＰＵ１２０と、演出制御用のプログラムや固定データ等を記憶するＲＯＭ１２１と
、演出制御用ＣＰＵ１２０のワークエリアを提供するＲＡＭ１２２と、演出表示装置５で
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の表示動作の制御内容を決定するための処理などを実行する表示制御部１２３と、演出制
御用ＣＰＵ１２０とは独立して乱数値を示す数値データの更新を行う乱数回路１２４と、
Ｉ／Ｏ１２５とが搭載されている。一例として、演出制御基板１２では、演出制御用ＣＰ
Ｕ１２０がＲＯＭ１２１から読み出した演出制御用のプログラムを実行することにより、
演出用の電気部品による演出動作を制御するための各種処理が実行される。尚、演出制御
基板１２の側でも、主基板１１と同様に、例えば、各種演出の実行、非実行や、演出の種
別等を決定するための各種の乱数値（演出用乱数ともいう）が設定されている。また、Ｒ
ＯＭ１２１には、演出制御用のプログラムの他にも、演出動作を制御するために用いられ
る各種のテーブルデータ、例えば、各種演出の実行、非実行や、演出の種別等を決定する
ための複数の判定テーブルを構成するテーブルデータ、各変動パターンに対応する演出制
御パターンを構成するパターンデータなどが記憶されている。また、ＲＡＭ１２２には、
演出動作を制御するために用いられる各種データを保持する領域として、例えば図示しな
い演出制御用データ保持エリアが設けられている。演出制御用データ保持エリアは、演出
制御フラグ設定部と、演出制御タイマ設定部と、演出制御カウンタ設定部と、演出制御バ
ッファ設定部とを備えている。
【００５５】
　次に、本実施例のパチンコ遊技機１の動作（作用）を説明する。主基板１１では、所定
の電源基板からの電力供給が開始されると、遊技制御用マイクロコンピュータ１００が起
動し、ＣＰＵ１０３によって遊技制御メイン処理となる所定の処理が実行される。遊技制
御メイン処理を開始すると、ＣＰＵ１０３は、割込み禁止に設定した後、必要な初期設定
を行う。この初期設定では、例えばＲＡＭ１０２がクリアされる。また、遊技制御用マイ
クロコンピュータ１００に内蔵されたＣＴＣ（カウンタ／タイマ回路）のレジスタ設定を
行う。これにより、以後、所定時間（例えば、２ミリ秒）ごとにＣＴＣから割込み要求信
号がＣＰＵ１０３へ送出され、ＣＰＵ１０３は定期的にタイマ割込み処理を実行すること
ができる。初期設定が終了すると、割込みを許可した後、ループ処理に入る。
【００５６】
　こうした遊技制御メイン処理を実行したＣＰＵ１０３は、ＣＴＣからの割込み要求信号
を受信して割込み要求を受付けると、図８のフローチャートに示す遊技制御用タイマ割込
み処理を実行する。図８に示す遊技制御用タイマ割込み処理を開始すると、ＣＰＵ１０３
は、まず、所定のスイッチ処理を実行することにより、スイッチ回路１１０を介して各種
スイッチから入力される検出信号の状態を判定する（Ｓ１１）。続いて、所定のメイン側
エラー処理を実行する（Ｓ１２）。この後、所定の情報出力処理を実行する（Ｓ１３）。
次に、乱数値ＭＲ１～ＭＲ４といった遊技用乱数の少なくとも一部をソフトウェアにより
更新するための遊技用乱数更新処理を実行する（Ｓ１４）。この後、図９に示す特別図柄
プロセス処理を実行する（Ｓ１５）。特別図柄プロセス処理に続いて、普通図柄表示器２
０での表示動作を制御して、普通図柄の変動表示や普通可変入賞球装置６Ｂの可動翼片の
傾動動作設定などを行う普通図柄プロセス処理が実行される（Ｓ１６）。その後、コマン
ド制御処理を実行することにより、主基板１１から演出制御基板１２などのサブ側の制御
基板に対して制御コマンドを送信（出力）する（Ｓ１７）。
【００５７】
　図９は、特別図柄プロセス処理の一例を示すフローチャートである。この特別図柄プロ
セス処理では、まず、始動入賞判定処理を実行する（Ｓ２１）。その後、遊技制御フラグ
設定部に設けられた特図プロセスフラグの値に応じて、Ｓ２２～Ｓ２９の処理のいずれか
を選択して実行する。
【００５８】
　Ｓ２１の始動入賞処理では、第１始動口スイッチ２２Ａや第２始動口スイッチ２２Ｂに
よる第１始動入賞や第２始動入賞があったか否かを判定し、入賞があった場合には、乱数
値ＭＲ１、ＭＲ２、ＭＲ３を抽出して、特図保留記憶部の空きエントリの最上位に格納す
る。Ｓ２２の特別図柄通常処理では、保留データの有無などに基づいて特図ゲームを開始
するか否かの判定が行われる。また、乱数値ＭＲ１を示す数値データに基づき、変動表示
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結果を「大当り」とするか否かを、その変動表示結果が導出表示される前に決定（事前決
定）する。さらに、変動表示結果に対応して確定特別図柄（大当り図柄やはずれ図柄のい
ずれか）が設定される。尚、特別図柄通常処理において、第１特図を用いた特図ゲームの
保留記憶数が「０」である場合には、所定のデモ表示設定を行ってから特別図柄通常処理
を終了する。このデモ表示設定では、例えば、演出表示装置５において所定の演出画像を
表示することなどによるデモンストレーション表示（デモ画面表示）を指定する演出制御
コマンド（客待ちデモ指定コマンド）が、主基板１１から演出制御基板１２に対して送信
済みであるか否かを判定する。このとき、既に、客待ちデモ指定コマンドを送信済みであ
れば、そのままデモ表示設定を終了する。これに対して、未送信であれば、客待ちデモ指
定コマンドを送信するための設定を行ってから、デモ表示設定を終了する。
【００５９】
　Ｓ２３の変動パターン設定処理は、変動表示結果を「大当り」とするか否かの事前決定
結果などに基づき、乱数値ＭＲ３を示す数値データを用いて変動パターンを複数種類のい
ずれかに決定する処理などを含む。Ｓ２４の特別図柄変動処理は、第１特別図柄表示器４
Ａや第２特別図柄表示器４Ｂにて特別図柄を変動させるための設定を行う処理や、その特
別図柄が変動を開始してからの経過時間を計測する処理などを含む。Ｓ２５の特別図柄停
止処理は、第１特別図柄表示器４Ａや第２特別図柄表示器４Ｂにて特別図柄の変動表示結
果となる確定特別図柄を停止表示（導出）させるための設定を行う処理などを含む。Ｓ２
６の大当り開放前処理は、変動表示結果が「大当り」となったことなどに基づき、大当り
遊技状態にてラウンドの実行を開始して大入賞口を開放状態とするための設定を行う処理
などを含む。Ｓ２７の大当り開放中処理は、大入賞口を開放状態から閉鎖状態に戻すタイ
ミングとなったか否かを判定する処理などを含む。Ｓ２８の大当り開放後処理は、大入賞
口を開放状態とするラウンドの実行回数が大入賞口開放回数最大値に達したか否かを判定
する処理などを含む。Ｓ２９の大当り終了処理は、大当り遊技状態の終了を報知するエン
ディング演出が実行される期間に対応した待ち時間が経過するまで待機する処理などを含
む。
【００６０】
　次に、演出制御基板１２の動作を説明する。先ず、演出制御用ＣＰＵ１２０は、電源が
投入されると、図１１に示すメイン処理の実行を開始する。メイン処理では、まず、ＲＡ
Ｍ領域のクリアや各種初期値の設定、また演出制御の起動間隔（例えば、２ｍｓ）を決め
るためのタイマの初期設定等を行うための初期化処理を行う（Ｓ５１）。その後、演出制
御用ＣＰＵ１２０は、タイマ割込フラグの監視（Ｓ５２）を行うループ処理に移行する。
タイマ割込が発生すると、タイマ割込処理によりタイマ割込フラグをセットする。メイン
処理で、タイマ割込フラグがセット（オン）されていたら、そのフラグをクリアし（Ｓ５
３）、以下の処理を実行する。
【００６１】
　演出制御用ＣＰＵ１２０は、まず、受信コマンドバッファに格納されている主基板１１
から送信されてきたコマンドが、どのコマンド（図４参照）であるのか解析するコマンド
解析処理を行う（Ｓ５４）。次いで、演出制御プロセス処理を行う（Ｓ５５）。演出制御
プロセス処理では、制御状態に応じた各プロセスのうち、現在の制御状態（演出制御プロ
セスフラグ）に対応した処理を選択して演出表示装置５の表示制御を実行する。
【００６２】
　次いで、大当り図柄判定用乱数などの演出用乱数を生成するためのカウンタのカウント
値を更新する演出用乱数更新処理を実行する（Ｓ５６）。次に、デモ演出期間及び大当り
遊技状態において遊技者により音量調整ボタン４２Ａ，４２Ｂが操作されたときに音量調
整処理を行う（Ｓ５７）。音量調整処理では、スピーカ８Ｌ，８Ｒから出力される音の音
量を音量調整ボタン４２Ａ，４２Ｂの操作によって設定する制御を行い、その後、Ｓ５２
に移行する。
【００６３】
　図１１は、演出制御メイン処理の演出制御プロセス処理（Ｓ５５）を示すフローチャー
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トである。演出制御プロセス処理では、演出制御用ＣＰＵ１２０は、先ず、演出表示装置
５の第１保留記憶表示エリア５Ｄ及び第２保留記憶表示エリア５Ｕでの保留記憶表示を、
保留記憶バッファの記憶内容に応じた表示に更新する保留表示更新処理を実行する（Ｓ７
２）。その後、演出制御用ＣＰＵ１２０は、演出制御プロセスフラグの値に応じてＳ７３
～Ｓ７９のうちのいずれかの処理を行う。各処理においては、以下のような処理を実行す
る。
【００６４】
　変動パターン指定コマンド受信待ち処理（Ｓ７３）では、遊技制御用マイクロコンピュ
ータ１００から変動パターン指定コマンドを受信しているか否か確認する。演出図柄変動
開始処理（Ｓ７４）では、演出図柄の変動が開始されるように制御する。また、予告演出
の実行の有無、実行する場合は演出パターンを決定する処理を実行する。演出図柄変動中
処理（Ｓ７５）では、変動パターンを構成する各変動状態（変動速度）の切替タイミング
等を制御するとともに、変動時間の終了を監視する。また、Ｓ７４の演出図柄変動開始処
理にて予告演出の実行が決定されている場合、適宜タイミングで予告演出を実行する。演
出図柄変動停止処理（Ｓ７６）では、全図柄停止を指示する演出制御コマンド（図柄確定
コマンド）を受信したことにもとづいて、演出図柄の変動を停止し表示結果（停止図柄）
を導出表示する制御を行う。大当り表示処理（Ｓ７７）では、変動時間の終了後、演出表
示装置５に大当りの発生を報知するための画面を表示する制御を行う。大当り遊技中処理
（Ｓ７８）では、大当り遊技中の制御を行う。大当り終了演出処理（Ｓ７９）では、演出
表示装置５において、大当り遊技状態が終了したことを遊技者に報知する表示制御を行う
。
【００６５】
　図１２（Ａ）（Ｂ）に示すように、演出制御用ＣＰＵ１２０は、スティックコントロー
ラ３１Ａ、プッシュボタン３１Ｂ及び音量調整ボタン４２Ａ，４２Ｂについて、パチンコ
遊技機１の状態に応じて、前述した「オート連打機能」を有効または無効とする処理を行
う。詳しくは、図柄の変動表示が行われている期間及び変動表示が停止してからデモ演出
が開始されるまでの期間（例えば、ｔａ１～ｔａ２）は、プッシュボタン３１Ｂのオート
連打機能を有効とし、音量調整ボタン４２Ａ，４２Ｂ及びスティックコントローラ３１Ａ
のオート連打機能を無効とする一方、デモ演出期間や大当り遊技期間（例えば、ｔａ２～
ｔａ３）においては、音量調整ボタン４２Ａ，４２Ｂのオート連打機能を有効とし、プッ
シュボタン３１Ｂ及びスティックコントローラ３１Ａのオート連打機能を無効とする。
【００６６】
　すなわち、図柄の変動表示の実行中に行われる予告演出などにおいては、プッシュボタ
ン３１Ｂのみがオート連打機能が有効となり、デモ演出期間や大当り遊技期間などの図柄
の変動表示の非実行中においては、音量調整ボタン４２Ａ，４２Ｂのみがオート連打機能
が有効となる。また、スティックコントローラ３１Ａに関しては、図柄の変動表示に関わ
らず常にオート連打機能が無効となる。
【００６７】
　このように、スティックコントローラ３１Ａ、プッシュボタン３１Ｂ及び音量調整ボタ
ン４２Ａ，４２Ｂのうち一の操作部（例えば、スティックコントローラ３１Ａ）はオート
連打機能が有効となることはない（オート連打機能を搭載していない）。また、オート連
打機能が有効となる２つの操作部であるプッシュボタン３１Ｂと音量調整ボタン４２Ａ，
４２Ｂとは、同じ時期にオート連打機能が有効となることはないので、遊技者の意図しな
いオート連打が実行されてしまうことによる不都合の発生を低減できる。
【００６８】
　尚、本実施例では、パチンコ遊技機１の状態が図柄の変動表示中、デモ演出の実行中、
大当り遊技状態中のいずれであるかによって、プッシュボタン３１Ｂと音量調整ボタン４
２Ａ，４２Ｂのオート連打機能の有効、無効が切り替わるようになっているが、本発明は
これに限定されるものではなく、上記以外にも、例えば、リーチ演出の実行中、擬似連延
出の実行中といった演出状態によって切り替えるようにしてもよいし、確変状態、非確変
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状態、高ベース状態、低ベース状態といった遊技状態に応じて切り替えるようにしてもよ
い。
【００６９】
　次に、スティックコントローラ３１Ａまたはプッシュボタン３１Ｂが操作されたときに
演出制御用ＣＰＵ１２０が行う操作処理について説明する。演出制御用ＣＰＵ１２０は、
スティックコントローラ３１Ａやプッシュボタン３１Ｂの操作が有効な操作有効期間にお
いて、スティックコントローラ３１Ａのコントローラセンサユニット３５Ａやプッシュボ
タン３１Ｂのプッシュセンサ３５Ｂからの検出信号を受信したことに基づいて、該操作に
応じた操作処理として演出を実行する。
【００７０】
　例えば、スティックコントローラ３１Ａが１回操作（単打操作）されると、該操作に対
応したタイミングで演出表示装置５に表示している画像（例えば、演出画像など）を変化
させる演出を実行する。また、スティックコントローラ３１Ａが連続的に複数回操作（連
打操作）されると、該各操作に対応したタイミングで演出表示装置５に表示している画像
を変化させる演出を実行する。また、スティックコントローラ３１Ａが所定期間にわたり
押圧操作（長押し操作）されると、該押圧操作されている期間にわたり演出表示装置５に
表示している画像を変化させる演出を実行する。
【００７１】
　プッシュボタン３１Ｂが１回操作（単打操作）されると、該操作に対応したタイミング
で演出表示装置５に表示している画像（例えば、演出画像など）を変化させる演出を実行
する。また、プッシュボタン３１Ｂが連続的に複数回操作（連打操作）されると、該各操
作に対応したタイミングで演出表示装置５に表示している画像を変化させる演出を実行す
る。また、プッシュボタン３１Ｂが所定期間にわたり押圧操作（長押し操作）されると、
該押圧操作されている期間にわたり演出表示装置５に表示している画像を変化させる演出
を実行する。
【００７２】
　また、演出制御用ＣＰＵ１２０は、前述したオート連打有効期間に実行した予告演出な
どにおいて連打操作を促す連打操作促進演出を実行した場合に、プッシュボタン３１Ｂが
長押し判定期間（例えば、約１秒）にわたり押圧操作（長押し操作）されると、プッシュ
ボタン３１Ｂが連続的に複数回操作（連打操作）されたときと同じように演出表示装置５
に表示している画像を変化させる演出を実行する。つまり、プッシュボタン３１Ｂが実際
に操作された操作態様（例えば、長押し操作）に対応しない非対応操作処理として、プッ
シュボタン３１Ｂが連続的に複数回操作（連打操作）されたときと同じように演出表示装
置５に表示している画像を変化させる演出を実行する。
【００７３】
　次に、音量調整ボタン４２Ａ，４２Ｂが操作されたときに演出制御用ＣＰＵ１２０が行
う操作処理について説明する。演出制御用ＣＰＵ１２０は、音量調整ボタン４２Ａ，４２
Ｂの操作が有効な操作有効期間において、ボタンスイッチユニット４３からの検出信号を
受信したことに基づいて、該操作に応じた操作処理を実行する。
【００７４】
　例えば、音量調整ボタン４２Ａ，４２Ｂのいずれかが１回操作（単打操作）されると、
該操作に対応したタイミングで演出表示装置５に表示している画像（例えば、音量レベル
インジケータ（図２（Ｂ）参照）など）を変化させたり、スピーカ８Ｌ，８Ｒからレベル
に対応する音量で所定音を出力させたりする操作処理を実行する。また、音量調整ボタン
４２Ａ，４２Ｂのいずれかが連続的に複数回操作（連打操作）されると、該各操作に対応
したタイミングで演出表示装置５に表示している画像を変化させたり、スピーカ８Ｌ，８
Ｒからレベルに対応する音量で所定音を出力させたりする操作処理を実行する。
【００７５】
　また、演出制御用ＣＰＵ１２０は、前述したオート連打有効期間に実行したデモ演出や
大当り演出中に、音量調整ボタン４２Ａ，４２Ｂのいずれかが長押し判定期間（例えば、
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約１秒間）にわたり押圧操作（長押し操作）されると、音量調整ボタン４２Ａ，４２Ｂの
いずれかが連続的に複数回操作（連打操作）されたときと同じように演出表示装置５に表
示している画像を変化させたり、スピーカ８Ｌ，８Ｒからレベルに対応する音量で所定音
を連続的に出力させたりする操作処理を実行する。つまり、音量調整ボタン４２Ａ，４２
Ｂのいずれかが実際に操作された操作態様（例えば、長押し操作）に対応しない非対応操
作処理として、音量調整ボタン４２Ａ，４２Ｂのいずれかが連続的に複数回操作（連打操
作）されたときと同じように演出表示装置５に表示している画像を変化させたり、スピー
カ８Ｌ，８Ｒからレベルに対応する音量で所定音を連続的に出力させたりする操作処理（
オート連打機能）を実行する。
【００７６】
　ここで、オート連打機能について説明する。オート連打機能とは、前述したオート連打
機能が有効な期間とされているプッシュボタン３１Ｂまたは音量調整ボタン４２Ａ，４２
Ｂが長押し操作されたときに、演出制御用ＣＰＵ１２０が、プッシュボタン３１Ｂまたは
音量調整ボタン４２Ａ，４２Ｂが連打されたときと同じような演出を実行する機能とされ
ている。
【００７７】
　演出制御用ＣＰＵ１２０がプッシュボタン３１Ｂのオート連打機能を有効としている期
間（例えば、図柄の変動表示が実行されている期間）に実行する予告演出において、プッ
シュボタン３１Ｂのオート連打演出を実行する場合の演出態様の一例について、図１３～
図１５に基づいて説明する。図１３は、オート連打演出の演出態様の一例を示すタイミン
グチャートである。図１４は、オート連打決定テーブルを示す説明図である。図１５は、
（Ａ）（Ｂ）は連打操作促進演出、（Ｃ）（Ｄ）（Ｅ）はオート連打演出を示す説明図で
ある。
【００７８】
　図１３に示すように、演出制御用ＣＰＵ１２０は、予告演出における所定タイミングで
、プッシュボタン３１Ｂの連打操作を促進する連打操作促進演出（例えば、図１５（Ａ）
に示すように、演出表示装置５にキャラクタＡとプッシュボタン３１Ｂの画像を表示して
、「ボタンを連打して敵キャラクタにパンチをＨＩＴさせろ！」なる文字を表示するなど
）を開始する（ｔｂ１）。次いで、連打操作促進演出を開始してから所定期間が経過した
時点（ｔｂ２）から、所定期間にわたりプッシュボタン３１Ｂの操作を有効とし、操作有
効期間の開始を遊技者に認識可能に報知する（例えば、図１５（Ｂ）に示すように、演出
表示装置５にプッシュボタン３１Ｂと操作有効期間を示すインジケータの画像を表示して
、「開始！」なる文字を表示するなど）。
【００７９】
　プッシュボタン３１Ｂの操作が有効な操作有効期間（ｔｂ２～ｔｂ５）にプッシュセン
サ３５Ｂがオン状態に変化してプッシュボタン３１Ｂの長押し操作が検出されると、演出
制御用ＣＰＵ１２０は、演出表示装置５に表示しているキャラクタＡがパンチを繰り出す
画像を表示するオート連打演出を実行する（図１５（Ｃ）（Ｄ）参照）。一方、特に図示
しないが、プッシュボタン３１Ｂの単打操作や該単打操作が繰り返される連打操作が行わ
れると、プッシュセンサ３５Ｂがオン状態に変化するごとにパンチ画像のみを表示する連
打演出を実行する（図１７（Ｃ）参照）。
【００８０】
　ここで、プッシュセンサ３５Ｂがオンの状態が長押し判定期間（ｔｂ３～ｔｂ４、例え
ば、１秒間）継続したと判定した場合、つまり、プッシュボタン３１Ｂが長押し判定期間
である１秒間長押し操作された場合、演出制御用ＣＰＵ１２０は、プッシュボタン３１Ｂ
が連打操作されたときと同じように、演出表示装置５に表示しているキャラクタＡが第１
期間（例えば、Ｌ１＝約０．８秒）ごとにパンチを繰り出す画像を表示する第１オート連
打演出を実行する（図１５（Ｃ）参照）。この第１オート連打演出は、操作有効期間にお
いてプッシュセンサ３５Ｂがオンの状態が継続している間、継続して実行する。
【００８１】
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　尚、プッシュセンサ３５Ｂがオン状態に変化してから長押し判定期間である１秒間が経
過するまでにプッシュセンサ３５Ｂがオフ状態に変化した場合、演出制御用ＣＰＵ１２０
は、プッシュボタン３１Ｂが単打操作されたとして、演出表示装置５に表示しているキャ
ラクタＡがパンチを繰り出す画像を表示する演出を実行し、第１オート連打演出は実行し
ない（図１６（Ａ）参照）。また、操作有効期間内において第１オート連打演出を実行し
てからプッシュセンサ３５Ｂがオフ状態に変化し、再度オン状態へ変化して長押し判定期
間（例えば、１秒間）継続したと判定した場合、第１オート連打演出を実行する。
【００８２】
　このように、連打操作促進演出が実行された場合、プッシュセンサ３５Ｂが連打操作さ
れた場合は、キャラクタＡがパンチを繰り出す画像を各操作に対応したタイミングで演出
表示装置５に表示する連打演出を実行するが、プッシュセンサ３５Ｂが長押し操作された
場合は、キャラクタＡがパンチを繰り出す画像を第１期間ごとに演出表示装置５に表示す
る第１オート連打演出を実行する。
【００８３】
　尚、本実施例では、演出制御用ＣＰＵ１２０は、オート連打演出として、キャラクタＡ
がパンチを繰り出す画像を第１期間（例えば、Ｌ１＝約０．８秒）ごとに演出表示装置５
に表示する第１オート連打演出と、キャラクタＡがパンチを繰り出す画像を第２期間（例
えば、Ｌ２＝約０．５秒）ごとに演出表示装置５に表示する第２オート連打演出とを実行
可能である（図１５（Ｄ）参照）。つまり、オート連打演出として実行する連打の速度（
パンチを繰り出す画像を表示する間隔）が、第１オート連打演出と第２オート連打演出と
で異なっている。
【００８４】
　演出制御用ＣＰＵ１２０は、予告演出において連打演出の実行を決定した場合、当該変
動の開始時に遊技制御用マイクロコンピュータ１００から受信した変動パターン指定コマ
ンドの種別に基づいて、第１オート連打演出と第２オート連打演出のうちいずれを実行す
るか及びパンチのヒット数などを決定する。
【００８５】
　図１４に示すように、演出制御用ＣＰＵ１２０は、遊技制御用マイクロコンピュータ１
００から受信した変動パターン指定コマンドが大当り変動パターン指定コマンドである場
合、２０％の割合で第１オート連打演出の実行を決定し、８０％の割合で第２オート連打
演出の実行を決定する。遊技制御用マイクロコンピュータ１００から受信した変動パター
ン指定コマンドがスーパーリーチはずれ変動パターン指定コマンドである場合、７０％の
割合で第１オート連打演出の実行を決定し、３０％の割合で第２オート連打演出の実行を
決定する。遊技制御用マイクロコンピュータ１００から受信した変動パターン指定コマン
ドがノーマルリーチはずれ変動パターン指定コマンドである場合、８０％の割合で第１オ
ート連打演出の実行を決定し、２０％の割合で第２オート連打演出の実行を決定する。
【００８６】
　このように、演出制御用ＣＰＵ１２０は、遊技制御用マイクロコンピュータ１００から
受信した変動パターン指定コマンドが大当り変動パターン指定コマンドである場合、はず
れ変動パターン指定コマンドを受信した場合よりも高い割合で第２オート連打演出の実行
を決定し、該決定したオート連打演出を実行する。よって、オート連打演出の態様によっ
て、大当りの可能性を示唆することができる。
【００８７】
　また、変動表示結果が大当り表示結果になる場合、はずれ表示結果になる場合よりも高
い割合で第２オート連打演出を決定するため、第２オート連打演出が実行されることで遊
技者の大当りに対する期待感を向上させることができる。また、変動表示結果がはずれ表
示結果になる場合でも、スーパーリーチになる場合はノーマルリーチになる場合よりも高
い割合で第２オート連打演出を決定するため、第２オート連打演出が実行されることで遊
技者のスーパーリーチへの発展に対する期待感を向上させることができる。また、変動表
示結果が大当り表示結果になる場合でも第１オート連打演出を決定することがあるため、
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第１オート連打演出が実行された場合でも、大当りに対する期待感を持続させることがで
きる。尚、変動表示結果が大当り表示結果になる場合に１００％の割合で第２オート連打
演出を実行し、はずれ表示結果になる場合に１００％の割合で第１オート連打演出を実行
するようにしてもよい。
【００８８】
　また、オート連打演出では、変動表示結果が大当り表示結果になる場合、はずれ表示結
果になる場合よりも高い割合でキャラクタＡが繰り出したパンチが敵キャラクタ（図示略
）にヒットするようになっており、オート連打演出の終了時には、繰り出したパンチのう
ち敵キャラクタ（図示略）にヒットしたヒット数が表示され、ヒット数に応じて大当りの
期待度が示唆される（図１５（Ｅ）参照）。
【００８９】
　次に、プッシュボタン３１Ｂの連打演出において、プッシュボタン３１Ｂが連打操作さ
れた場合の演出態様の一例について、図１６及び図１７に基づいて説明する。図１６は、
（Ａ）は連打演出の演出態様の一例、（Ｂ）は高速１０連打の演出態様を示すタイミング
チャートである。図１７は、（Ａ）（Ｂ）は連打操作促進演出、（Ｃ）（Ｄ）（Ｅ）は連
打演出を示す説明図である。
【００９０】
　図１６（Ａ）に示すように、演出制御用ＣＰＵ１２０は、予告演出における所定タイミ
ングで、プッシュボタン３１Ｂの連打操作を促進する連打操作促進演出（例えば、図１７
（Ａ）に示すように、演出表示装置５にキャラクタＡとプッシュボタン３１Ｂの画像を表
示して、「ボタンを連打して敵キャラクタにパンチをＨＩＴさせろ！」なる文字を表示す
るなど）を開始する（ｔｃ１）。次いで、連打操作促進演出を開始してから所定期間が経
過した時点（ｔｃ２）から、所定期間にわたりプッシュボタン３１Ｂの操作を有効とし、
操作有効期間の開始を遊技者に認識可能に報知する（例えば、図１７（Ｂ）に示すように
、演出表示装置５にプッシュボタン３１Ｂと操作有効期間を示すインジケータの画像を表
示して、「開始！」なる文字を表示するなど）。
【００９１】
　プッシュボタン３１Ｂの操作が有効な操作有効期間（ｔｃ２～ｔｃ５）にプッシュセン
サ３５Ｂがオン状態に変化してプッシュボタン３１Ｂの操作が検出されると、演出制御用
ＣＰＵ１２０は、演出表示装置５にパンチのみ（キャラクタＡなし）を繰り出す画像を表
示する（図１７（Ｃ）参照）。つまり、プッシュボタン３１Ｂが長押し操作されず、単打
操作や該単打操作が繰り返される連打操作が行われると、プッシュセンサ３５Ｂがオン状
態に変化するごとにパンチ画像を表示する演出を行う。そして、連打演出の終了時には、
オート連打演出の終了時に出現するキャラクタＡと同じキャラクタＡが出現する。また、
繰り出したパンチのうち敵キャラクタ（図示略）にヒットしたヒット数が表示されるとと
もに、ヒット数に応じて大当りの期待度が示唆される（図１７（Ｄ）参照）。
【００９２】
　ここで、例えば、図１６（Ｂ）に示すように、操作有効期間（ｔｃ２～ｔｃ７）におい
て、プッシュセンサ３５Ｂが、第２オート連打演出でパンチを繰り出す画像を表示する間
隔である第２期間（例えば、Ｌ２＝約０．５秒）よりも短い第３期間（例えば、Ｌ３＝約
０．５秒未満）ごとにオン状態に変化する状態が所定回数（例えば、１０回）連続した場
合、演出制御用ＣＰＵ１２０は、高速１０連打が達成したとして、連打演出の終了時に、
高速１０連打が達成しなかったときに出現するキャラクタＡとは異なるキャラクタＢを出
現させる。このように、遊技者の連打操作の速度に応じた演出が実行されるので、遊技興
趣を向上できる。
【００９３】
　また、演出制御用ＣＰＵ１２０は、連打演出においてプッシュボタン３１Ｂが長押し操
作された場合、演出表示装置５にキャラクタがパンチを繰り出す画像を表示するオート連
打演出を実行し、連打演出においてプッシュボタン３１Ｂが連打操作された場合、演出表
示装置５にキャラクタを表示させずに、パンチを繰り出す画像のみを表示する連打演出を
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実行する。このように、オート連打演出と連打演出とで異なる画像を表示することで、遊
技の興趣を向上できる。
【００９４】
　尚、本実施例では、連打演出においてプッシュボタン３１Ｂが長押し操作された場合、
１００％の割合でオート連打演出を実行し、連打演出においてプッシュボタン３１Ｂが連
打操作された場合、１００％の割合で連打演出を実行する形態を例示したが、本発明はこ
れに限定されるものではなく、連打演出においてプッシュボタン３１Ｂが長押し操作され
た場合、連打操作された場合とは異なる割合でオート連打演出を実行するようになってい
ればよく、例えば、プッシュボタン３１Ｂが長押し操作された場合に連打演出を実行した
り、プッシュボタン３１Ｂが連打操作された場合にオート連打演出を実行するようにして
もよい。
【００９５】
　また、本実施例では、演出制御用ＣＰＵ１２０は、連打演出の実行時に高速１０連打を
達成したと判定したとき、連打演出の終了時にキャラクタＢを出現させる形態を例示した
が、本発明はこれに限定されるものではなく、高速１０連打を達成したと判定したときに
キャラクタＢを出現させてもよい。
【００９６】
　また、第２オート連打演出で実行する連打の速度よりも早い速度で連打操作されたとき
に該連打操作に対応する演出としてキャラクタＢを出現させる演出を実行する形態を例示
したが、本発明はこれに限定されるものではなく、第１オート連打演出で実行する連打の
速度よりも早い速度で連打操作されたときに該連打操作に対応する演出としてキャラクタ
Ｂを出現させてもよいし、キャラクタＡ、キャラクタＢとも異なるキャラクタＣを表示し
てもよい。また、キャラクタを表示する演出に限定されるものではない。
【００９７】
　また、本実施例では、プッシュセンサ３５Ｂが、第２オート連打演出でパンチを繰り出
す画像を表示する間隔である第２期間（例えば、Ｌ２＝約０．５秒）よりも短い第３期間
（例えば、Ｌ３＝約０．５秒未満）ごとにオン状態に変化する状態が所定回数（例えば、
１０回）連続した場合に、キャラクタＢを出現させる形態を例示したが、本発明はこれに
限定されるものではなく、第２オート連打演出で実行する連打の速度よりも早い速度で連
打操作されたか否かの判定は、例えば、連打操作期間中における平均速度で判定してもよ
いし、連打操作期間中における特定期間における連打速度で判定するようにしてもよく、
種々に変更可能である。
【００９８】
　また、本実施例では、演出制御用ＣＰＵ１２０は、連打操作促進演出を行った後、プッ
シュボタン３１Ｂが長押し操作された場合にオート連打演出を実行する形態を例示したが
、例えば、連打操作促進演出を行った後、操作有効期間が開始されてから所定の判定期間
（例えば、約２秒間）が経過するまでにプッシュボタン３１Ｂが所定回数（例えば、３回
など）単打操作されたときにオート連打演出を実行するようにしてもよい。このようにし
た場合、前記所定の判定期間である２秒以内にプッシュボタン３１Ｂの単打操作が前記所
定回数である３回なされたときに、第２オート連打演出でパンチを繰り出す画像を表示す
る間隔である第２期間（例えば、Ｌ２＝約０．５秒）よりも短い第３期間（例えば、Ｌ３
＝約０．５秒未満）ごとに単打操作された、つまり、高速で連打操作された場合、オート
連打演出を実行せず、遊技者の連打操作の速度に応じた連打演出を実行するようにしても
よい。
【００９９】
　次に、プッシュボタン３１Ｂの連打演出を実行する場合において、オート連打機能を有
するプッシュボタン３１Ｂが長押し操作されると同時に、オート連打機能を有しないステ
ィックコントローラ３１Ａが操作された場合における演出制御用ＣＰＵ１２０が行う処理
内容について説明する。図１８は、プッシュボタンとスティックコントローラとが同時に
操作された場合の処理内容の一例を示すタイミングチャートである。
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【０１００】
　図１８に示すように、演出制御用ＣＰＵ１２０は、予告演出における所定タイミングで
、プッシュボタン３１Ｂの連打操作を促進する連打操作促進演出を開始（ｔｄ１）してか
ら所定期間が経過した時点（ｔｄ２）から、所定期間にわたりプッシュボタン３１Ｂの操
作を有効とする。この操作有効期間において、プッシュセンサ３５Ｂとコントローラセン
サユニット３５Ａとがほぼ同時またはコントローラセンサユニット３５Ａの検出信号を受
信した直後にプッシュセンサ３５Ｂの検出信号を受信し、かつ、プッシュセンサ３５Ｂの
検出信号を長押し判定期間において継続して受信したときには、スティックコントローラ
３１Ａの操作を無効とする。
【０１０１】
　つまり、コントローラセンサユニット３５Ａの検出信号の受信に基づく処理を実行せず
、プッシュセンサ３５Ｂの検出信号の受信に基づく処理を実行する。よって、プッシュセ
ンサ３５Ｂがオン状態のまま長押し判定期間が経過した場合、オート連打演出を実行する
。このようにすることで、遊技者が誤ってプッシュボタン３１Ｂだけではなくスティック
コントローラ３１Ａも操作しても、オート連打演出が実行されるようになり、遊技者の利
便性を向上できる。
【０１０２】
　以上説明したように、本発明の実施例としてのパチンコ遊技機１にあっては、演出制御
用ＣＰＵ１２０は、例えば、スティックコントローラ３１Ａが連続的に複数回操作（連打
操作）されると、該各操作に対応したタイミングで演出表示装置５に表示している画像を
変化させる連打演出を実行し、スティックコントローラ３１Ａが所定期間にわたり押圧操
作（長押し操作）されると、該押圧操作されている期間にわたり演出表示装置５に表示し
ている画像を変化させる長押し演出を実行する。また、プッシュボタン３１Ｂが連続的に
複数回操作（連打操作）されると、該各操作に対応したタイミングで演出表示装置５に表
示している画像を変化させる連打演出を実行する一方、プッシュボタン３１Ｂが所定期間
にわたり押圧操作（長押し操作）されると、演出制御用ＣＰＵ１２０は、プッシュボタン
３１Ｂが連続的に複数回操作（連打操作）されたときと同じように演出表示装置５に表示
している画像を変化させるオート連打演出を実行する。
【０１０３】
　このように、スティックコントローラ３１Ａ、プッシュボタン３１Ｂ及び音量調整ボタ
ン４２Ａ，４２Ｂを含む操作部のうち、操作に対応した連打演出や長押し演出のみが実行
されるスティックコントローラ３１Ａを含むので、遊技者の意図しないオート連打演出な
どが実行されてしまうことによる不都合の発生を低減できる。
【０１０４】
　また、操作部の操作に対応しない非対応操作処理として、オート連打演出を実行するこ
とで、連打操作を不得意とする遊技者にも対応できる。
【０１０５】
　また、可変表示を行い、表示結果として予め定められた特定表示結果（例えば、大当り
表示結果）が導出表示されたときに、遊技者にとって有利な有利状態（例えば、大当り遊
技状態）に制御可能なパチンコ遊技機１において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、遊技制御
用マイクロコンピュータ１００から受信した変動パターン指定コマンドが大当り変動パタ
ーン指定コマンドである場合、はずれ変動パターン指定コマンドを受信した場合よりも高
い割合で第２オート連打演出の実行を決定し、該決定したオート連打演出を実行し、第１
オート連打演出では、キャラクタＡがパンチを繰り出す画像を第１期間（例えば、Ｌ１＝
約０．８秒）ごとに演出表示装置５に表示し、第２オート連打演出では、キャラクタＡが
パンチを繰り出す画像を第２期間（例えば、Ｌ２＝約０．５秒）ごとに演出表示装置５に
表示する。このようにすることで、連打の速度により、大当り状態となり易いか否かが示
唆されるようになるので、遊技興趣を向上できる。
【０１０６】
　また、演出制御用ＣＰＵ１２０は、操作有効期間（ｔｃ２～ｔｃ７）において、プッシ
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ュセンサ３５Ｂが、第２オート連打演出でパンチを繰り出す画像を表示する間隔である第
２期間（例えば、Ｌ２＝約０．５秒）よりも短い第３期間（例えば、Ｌ３＝約０．５秒未
満）ごとにオン状態に変化する状態が所定回数（例えば、１０回）連続した場合、演出制
御用ＣＰＵ１２０が、高速１０連打が達成したとして、連打演出の終了時に、高速１０連
打が達成しなかったときに出現するキャラクタＡとは異なるキャラクタＢを出現させる。
このようにすることで、遊技者の連打操作の速度に応じた演出が実行されるので、遊技興
趣を向上できる。
【０１０７】
　また、プッシュボタン３１Ｂと音量調整ボタン４２Ａ，４２Ｂについては、「オート連
打機能」を有する操作部であることを遊技者が認識可能な「オート連打機能搭載」なる文
字が表示された表示部２００Ａ，２００Ｂが、各操作部の近傍位置に設けられていること
で、スティックコントローラ３１Ａとプッシュボタン３１Ｂと音量調整ボタン４２Ａ，４
２Ｂとのいずれがオート連打機能を有するのかを遊技者が認識することができるので、誤
認による不都合の発生をより防ぐことができる。
【０１０８】
　また、演出制御用ＣＰＵ１２０は、図柄の変動表示が行われている期間及び変動表示が
停止してからデモ演出が開始されるまでの期間（例えば、ｔａ１～ｔａ２）は、プッシュ
ボタン３１Ｂのオート連打機能を有効とし、音量調整ボタン４２Ａ，４２Ｂ及びスティッ
クコントローラ３１Ａのオート連打機能を無効とする一方、デモ演出期間や大当り遊技期
間（例えば、ｔａ２～ｔａ３）においては、音量調整ボタン４２Ａ，４２Ｂのオート連打
機能を有効とし、プッシュボタン３１Ｂ及びスティックコントローラ３１Ａのオート連打
機能を無効とすることができるので、長押し操作態様に対応しないオート連打演出や操作
処理を実行する状況を、遊技状態に応じて変化させることができる。
【０１０９】
　また、演出制御用ＣＰＵ１２０は、連打演出においてプッシュボタン３１Ｂが長押し操
作された場合、演出表示装置５にキャラクタがパンチを繰り出す画像を表示するオート連
打演出を実行し、連打演出においてプッシュボタン３１Ｂが連打操作された場合、演出表
示装置５にキャラクタを表示させずに、パンチを繰り出す画像のみを表示する連打演出を
実行するので、遊技興趣を向上できる。
【０１１０】
　また、演出制御用ＣＰＵ１２０は、操作有効期間において、プッシュセンサ３５Ｂとコ
ントローラセンサユニット３５Ａとがほぼ同時またはコントローラセンサユニット３５Ａ
の検出信号を受信した直後にプッシュセンサ３５Ｂの検出信号を受信し、かつ、プッシュ
センサ３５Ｂの検出信号を長押し判定期間において継続して受信したときには、スティッ
クコントローラ３１Ａの操作を無効とすることで、遊技者が誤ってプッシュセンサ３５Ｂ
だけではなくスティックコントローラ３１Ａも操作しても、オート連打演出が実行される
ようになり、遊技者の利便性を向上できる。
【０１１１】
　以上、本発明の実施例を図面により説明してきたが、具体的な構成はこれら実施例に限
られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲における変更や追加があっても本発
明に含まれる。
【０１１２】
　次に、本発明の変形例について、図１９に基づいて説明する。図１９は、本発明の変形
例として、（Ａ）は変動表示が停止した状態、（Ｂ）はデモ演出が開始された状態、（Ｃ
）はデモ演出にてメニュー表示が選択された状態、（Ｄ）はメニュー表示画面にてオート
連打機能説明が選択された状態の表示画面を示す説明図である。
【０１１３】
　前記実施例では、プッシュボタン３１Ｂと音量調整ボタン４２Ａ，４２Ｂについて、「
オート連打機能」を有する操作部であることを遊技者が認識可能な「オート連打機能搭載
」なる文字が表示された表示部２００Ａ，２００Ｂを各操作部の近傍位置に設けることで
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、スティックコントローラ３１Ａとプッシュボタン３１Ｂと音量調整ボタン４２Ａ，４２
Ｂとのいずれがオート連打機能を有するのかを遊技者が認識することができるようにした
形態を例示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、プッシュボタン３１Ｂと音
量調整ボタン４２Ａ，４２Ｂとがオート連打機能を有する操作部であることを、演出表示
装置５により遊技者が認識可能に表示するようにしてもよい。
【０１１４】
　例えば、図柄の変動表示が停止した後（図１９（Ａ）参照）、デモ画面表示（図１９（
Ｂ）参照）の実行中にメニュー表示が選択され（図１９（Ｃ）参照）、メニュー表示され
たうちオート連打機能説明が選択された場合（図１９（Ｄ）参照）、スティックコントロ
ーラ３１Ａ、プッシュボタン３１Ｂ及び音量調整ボタン４２Ａ，４２Ｂについて、パチン
コ遊技機１の状態に応じたオート連打機能の有効期間を示す表図画像を表示するようにし
てもよい。また、表示部２００Ａ，２００Ｂ等に代えて、図１９（Ｄ）に示す表図を印刷
したシール等を、上皿９０といった遊技者が視認可能な位置に貼付してもよい。
【０１１５】
　また、オート連打機能の有効、無効の有無だけでなく、オート連打演出における連打速
度や連打期間、連打回数といった、オート連打演出の詳細な内容について遊技者が認識可
能に表示してもよい。
【０１１６】
　また、図１９（Ｄ）に示す画面では、オート連打機能の有効期間において連打演出が実
行される場合において、プッシュボタン３１Ｂが操作されなくても、操作有効期間が開始
されるとオート連打演出が自動で実行される「自動オート連打機能」の有効、無効を設定
できるようにしてもよい。
【０１１７】
　よって、図１９（Ｄ）に示す画面において、「自動オート連打機能」を有効とした場合
、オート連打機能の有効期間において連打演出が実行される場合において、プッシュボタ
ン３１Ｂが操作されなくても、操作有効期間が開始されるとオート連打演出が自動で実行
されるので、遊技者の利便性を向上できる。
【０１１８】
　また、本変形例では、自動オート連打機能を有効としたときに、所定の自動処理条件を
満たしているとして、プッシュボタン３１Ｂが操作されなくても、操作有効期間が開始さ
れるとオート連打演出が自動で実行される形態を例示したが、本発明はこれに限定される
ものではなく、単打演出において操作有効期間が開始されたときに単打操作をしなくても
単打演出を自動で実行したり、長押し演出において操作有効期間が開始されたときに長押
し操作をしなくても長押し演出を自動で実行したりする自動操作機能の有効、無効を設定
できるようにしてもよい。また、所定の自動処理条件は、自動オート連打機能を有効に設
定するものだけでなく、例えば、遊技時間、変動表示回数、大当り回数、携帯連動などに
よって満たされるようにしてもよい。
【０１１９】
　また、前記実施例では、複数の操作部として、スティックコントローラ３１Ａ、プッシ
ュボタン３１Ｂ及び音量調整ボタン４２Ａ，４２Ｂを適用した形態を例示したが、本発明
はこれに限定されるものではなく、これら以外の操作部（例えば、ジョグダイヤル操作部
、十字キー操作部、レバー操作部など）を適用してもよい。また、スティックコントロー
ラ３１Ａは前後左右に傾倒操作するものであり、プッシュボタン３１Ｂは下方に押圧操作
するものであり、音量調整ボタン４２Ａ，４２Ｂは後方に押圧操作する操作部であったが
、これら操作の方向は任意であるとともに、傾倒、押圧以外にも引く、回動などの操作で
あってもよい。
【０１２０】
　また、前記実施例では、スティックコントローラ３１Ａ、プッシュボタン３１Ｂ及び音
量調整ボタン４２Ａ，４２Ｂのうち、スティックコントローラ３１Ａのみがオート連打機
能を有しない形態を例示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、プッシュボタ
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ン３１Ｂや音量調整ボタン４２Ａ，４２Ｂがオート連打機能を有しない操作部としてもよ
い。
【０１２１】
　また、前記実施例では、スティックコントローラ３１Ａ、プッシュボタン３１Ｂ及び音
量調整ボタン４２Ａ，４２Ｂの３つの操作部のうち一の操作部であるスティックコントロ
ーラ３１Ａのみがオート連打機能を有しない操作部とされていたが、本発明はこれに限定
されるものではなく、少なくとも２以上の操作部を有し、第１操作部において第１操作態
様の操作または該第１操作態様とは操作態様が異なる第２操作態様の操作があった場合に
は、各操作態様に対応した対応操作処理を実行し、第２操作部において第３操作態様の操
作があった場合には、該第３操作態様に対応した対応操作処理を実行する一方、前記第３
操作態様とは操作態様が異なる第４操作態様の操作があった場合には、該第４操作態様に
対応しない非対応操作処理を実行するものであれば、第１操作部や第２操作部をスティッ
クコントローラ３１Ａ、プッシュボタン３１Ｂ及び音量調整ボタン４２Ａ，４２Ｂのいず
れにしてもよい。
【０１２２】
　また、前記実施例では、第１操作態様と第３操作態様とが同一の操作態様（例えば、連
打操作）であるとともに第２操作態様と第４操作態様とが同一の操作態様（例えば、長押
し操作）であってもよい。し、第１操作態様と第４操作態様とが同一の操作態様（例えば
、長押し操作）であるとともに第２操作態様と第３操作態様とが同一の操作態様（例えば
、連打操作）であってもよい。
【０１２３】
　また、本実施例では、スティックコントローラ３１Ａについては、パチンコ遊技機１の
状態に関わらず常にオート連打機能が無効となる形態を例示したが、本発明はこれに限定
されるものではなく、パチンコ遊技機１が、プッシュボタン３１Ｂと音量調整ボタン４２
Ａ，４２Ｂのみを有している場合において、プッシュボタン３１Ｂと音量調整ボタン４２
Ａ，４２Ｂのオート連打機能の有効、無効が相互に切り替わるようにし、少なくとも両者
がともにオート連打機能が有効とならないようにすればよい。
【０１２４】
　また、前記実施例では、操作態様の一例として、単打操作、連打操作、長押し操作を適
用した形態を例示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、上記以外の操作態様
（例えば、２回押しや回動操作など）を適用してもよい。
【０１２５】
　また、前記実施例では、スティックコントローラ３１Ａやプッシュボタン３１Ｂの操作
が有効な操作有効期間において、演出制御用ＣＰＵ１２０がスティックコントローラ３１
Ａやプッシュボタン３１Ｂの操作に基づいて、該操作に応じた操作処理として実行する演
出として、演出表示装置５に表示された画像を変化させる形態を例示したが、本発明はこ
れに限定されるものではなく、上記以外に、例えば、スピーカ８Ｌ，８Ｒから効果音等を
出力したり、動作可能に設けられた可動体（図示略）などを動作させたり、発光ダイオー
ド（ＬＥＤ）等を発光させる演出等が含まれる。また、演出制御用ＣＰＵ１２０がスティ
ックコントローラ３１Ａやプッシュボタン３１Ｂの操作に応じた操作処理は、音量、光量
、発光色等の調整処理など、上記演出以外の処理を含む。
【０１２６】
　また、前記実施例では、連打演出の実行時に連打操作とは異なる長押し操作されること
で、オート連打演出が実行される形態を例示したが、本発明はこれに限定されるものでは
なく、連打演出の実行時に長押し操作以外の操作（例えば、所定回数の単打操作など）が
行われることで、オート連打演出が実行されるようにしてもよい。また、長押し演出の実
行時に長押し操作以外の操作（例えば、所定回数の単打操作など）が行われることで、オ
ート長押し演出が実行されるようにしてもよい。
【０１２７】
　また、前記実施例では、このようにオート連打演出を実行させるために必要な操作態様
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を長押し操作として設定した形態を例示したが、本発明はこれに限定されるものではなく
、オート連打演出を実行させるために必要な操作態様を、遊技者または遊技場の店員等の
営業者のうちいずれかが設定できるようにしてもよい。遊技者が設定可能とした場合、好
みに応じた操作を実現できる一方、遊技場の店員等の営業者が設定可能とした場合、オー
ト連打機能の使用頻度等を考慮して操作態様を調整することで、資産価値を維持できるよ
うになる。
【０１２８】
　さらに、特定の条件（例えば、遊技時間、変動表示回数、大当り回数、携帯連動など）
に応じて遊技者が設定可能とするようにしてもよく、このようにすることで、遊技者の負
担を軽減するオート連打機能が特定の条件が成立することで有効となるため、遊技を促進
させることができる。
【０１２９】
　また、前記実施例では、オート連打機能を搭載する操作部は予めプッシュボタン３１Ｂ
と音量調整ボタン４２Ａ，４２Ｂに決定されていたが、本発明はこれに限定されるもので
はなく、遊技者または遊技場の店員等の営業者のうちいずれかが設定できるようにしても
よい。
【０１３０】
　また、前記実施例では、オート連打演出の実行可能期間は、予め設定された操作有効期
間内とされていたが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、遊技者が遊技を
行うことで実行される演出において、所定以上の価値（例えば、演出ポイントなど）を獲
得したときに、オート連打演出の実行可能期間や実行可能回数などが付与されるようにし
てもよい。このようにすることで、遊技時間が多くなるほど、遊技者がオート連打機能を
使用できる期間や回数が増えるので、遊技を促進させることができる。
【０１３１】
　また、前記実施例では、遊技機の一例としてパチンコ遊技機１を例示しているが、本発
明はこれに限定されるものではなく、例えば、予め定められた球数の遊技球が遊技機内部
に循環可能に内封され、遊技者による貸出要求に応じて貸し出された貸出球や、入賞に応
じて付与された賞球数が加算される一方、遊技に使用された遊技球数が減算されて記憶さ
れる、所謂、封入式遊技機にも本発明を適用可能である。尚、これら封入式遊技機におい
ては遊技球ではなく得点やポイントが遊技者に付与されるので、これら付与される得点や
ポイントが遊技価値に該当する。
【０１３２】
　また、前記実施例では、遊技機の一例としてパチンコ遊技機が適用されていたが、例え
ば遊技用価値を用いて１ゲームに対して所定数の賭数を設定することによりゲームが開始
可能となるとともに、各々が識別可能な複数種類の図柄を変動表示可能な変動表示装置に
変動表示結果が導出されることにより１ゲームが終了し、該変動表示装置に導出された変
動表示結果に応じて入賞が発生可能とされたスロットマシンにも適用可能である。
【符号の説明】
【０１３３】
１　　　　　　　　パチンコ遊技機
４Ａ　　　　　　　第１特別図柄表示器
４Ｂ　　　　　　　第２特別図柄表示器
５　　　　　　　　演出表示装置
１１　　　　　　　主基板
１２　　　　　　　演出制御基板
３１Ａ　　　　　　スティックコントローラ
３１Ｂ　　　　　　プッシュボタン
４２Ａ，４２Ｂ　　音量調整ボタン
１００　　　　　　遊技制御用マイクロコンピュータ
１２０　　　　　　演出制御用ＣＰＵ
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２００Ａ，２００Ｂ　表示部
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